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             生コンクリート施工試験立会確認等の実施について（通知）

  生コンクリートの品質管理については、ＪＩＳ表示許可工場の製品の使用、必要の都度
行うスランプ、空気量測定等の確認、公的試験機関である財団法人鳥取県建設技術センタ
ーでの強度試験の実施等を行っているところであり、昨年度からは使用承諾時の実地審査
を実施するなど十分注意し施工しているところであります。
  生コンクリートは、使用の段階では最終の品質が確認できない半製品であり、製造、施
工の段階における品質管理が重要であるため、必要の都度としているスランプ、空気量等
の測定の確認頻度を明確化し、生コンクリートの施工試験立会を行うとともに、生コンク
リートに使用する材料を確認するため、年度中途の中間実地審査を行うことを当面、下記
のとおり実施することとしましたので適切に実施してください。

                                  記

１  実施する立会確認等
（１）生コンクリート施工試験立会確認の実施
      生コンクリート施工試験立会確認基準、実施要領（案）による。
（２）年度中途での生コンクリート中間実地審査の実施
      中間実地審査実施要領による。
２  実施する時期
    平成８年９、１０年２か月間で実施。
    
                       生コンクリート施工試験立会確認の手順
            
     対象工事の選定         「確認基準」に従い土木事務所長が選定 
          ↓
     請負者へ通知           生コンクリート施工試験立会確認の実施を通知
          ↓                  監督員→請負者
                            （工事に関する協議書等）
     立会確認の実施         （共通仕様書第１編共通編１－１－２０）
         ↓                 監督員及び係長等（計２名）による立会
                              ・立会写真の撮影
                              ・スランプ試験、空気量測定の立会
                              ・テストピース作成立会
     建設技術センター       請負者
     へ強度試験を依頼
         ↓
     強度試験結果の通知     建設技術センター
         ↓                 建設技術センター    →    請負者
                            （試験結果正）
                            建設技術センター    →    監督員
                            （試験結果の写し、立会確認カードの送付）
     強度試験結果の確認     監督員
         ↓                   不当事項があった場合は、請負者へ措置を指示
     結果の通知             監督員  →  事務所長  →  管理課
     
                    生コンクリート施工試験立会確認基準
                    
  生コンクリートの施工試験であるスランプ試験、空気量測定等は土木工事監督基準によ
り監督員の検査による確認頻度を必要の都度としているところである。
  生コンクリート施工試験立会確認（テストピース立会確認含む）は、重要構造物を工事
目的物とする工事で構造物の規模の大きい工事を基本とし、事務所管内のＪＩＳ表示許可
を受けた生コン工場が１工場以上該当するよう選定した工事について、行うものとする。
  なお、重要構造物を工事目的物とする工事がない場合は、それに準じる工事を選定する
こととする。
  また、鳥取土木事務所、鳥取港湾事務所は工事の選定にあたり双方調整し、選定するも
のとする。



                    生コンクリート施工試験立会確認実施要領（案）
１  定義
（１）この実施要領における生コンクリート試験は、スランプ試験、空気量測定、テス
    トピース作成時の立会確認をいう。
（２）この実施要領において、テストピース作成時の立会確認とは、品質管理基準によ
    るセメント・コンクリートの施工試験における圧縮強度試験のテストピース作成時
    に監督員が臨場し、型枠の内側に「立会確認カード」を張り付け、テストピース作
    成を確認することをいう。
（３）テストピース立会確認は、品質管理基準に基づく品質管理点数に含めるものとす
    るむものとする。
（４）この実施要領における監督員等とは、監督員及びこの立会確認を行う事務所職員
    をいう。
２  立会確認の実施の指示
（１）監督員は、生コンクリート施工試験立会確認基準により、立会確認を行うときは
    その実施を請負者へ指示するものとする。
（２）請負者は、鳥取県土木工事共通仕様書第１編１－１－２０監督員による検査（確認を
    含む）及び立会等によりこれに協力するものとし、レディーミクストコンクリート
    打設日程の詳細等を報告するものとする。
３  立会確認の実施
（１）監督員等は、搬入されたレディーミクストコンクリートについて、スランプ、空
    気量測定を立会確認するものとする。
（２）監督員等は、テストピース作成時に型枠の内側に「立会確認カード」を張り付け、
    テストピース作成を確認するものとし、２８日強度を確認するためのテストピース
    ３個について「立会確認カード」を張り付けたものを作成する。
（３）請負者は、立会確認時の立会写真を撮影し、後日監督員へ提出するとともに、工事
　　資料として保管するものとする。



４  強度試験の試験場所等
    立会確認したテストピースの強度試験は、財団法人鳥取県建設技術センターで行うもの
  とする。
５  強度試験及び結果の通知
（１）財団法人鳥取県建設技術センターは、監督員が立会確認したテストピースの試験
    時に、テストピースに張り付けられた「立会確認カード」を確認し、試験後回収す
    るものとする。
（２）財団法人鳥取県建設技術センターは、強度試験結果を請負者（依頼者）へ報告す
    るとともに、その写しとともに回収した「立会確認カード」を監督員へ送付するも
    のとする。なお、回収ができない場合は、写真を撮影し送付するものとする。
６  措置等
    強度試験結果が所定の強度に達しない場合、監督員は対処方法を検討するよう指示する
  とともに、請負者は対処方法を検討し監督員と協議し必要な措置をとらなければならない。

《発注者対象》

                    生コンクリートの実地審査（中間）の実施について
  生コンクリートの実地審査については、年度当初に生コンクリート工場から提出される
使用承諾願の審査時に行っているところである。
  このたび、使用承諾を行っている使用材料等が使用承諾願に基づき適正に管理され生コ
ンクリートが製造されていることを確認するため、年度中途においても実地審査を行うこ
ととする。
１  実地審査を行う時期
  平成８年９月～１０月の間に各工場へ前日に電話連絡し、実施する。
２  実地審査を行う者
  年度当初と同様に一工場につき２名の職員が行う。
３  実地審査の項目
    対象とする使用材料・・・セメント、細骨材（砕砂、陸砂）、粗骨材
（１）実地審査（中間）においては、実際に使用されている材料が年度当初に提出され
    た承諾願に記載される材料と同一のものかどうか確認する。
    ○  セメントの生産会社、骨材の産地の確認。
      （使用承諾願と同一の会社、産地かどうか確認。）
    ○  納入伝票等により貯蔵される砂が産地のものかどうか確認。
    ○  ＪＩＳ表示許可工場には必ず保管される「限度見本」と実際に貯蔵される砂とを
      比較し、同一であるかどうか確認。
（２）使用材料を変更した場合、再度使用承諾を行うこととしており、その手続きが
    適正になされているか確認する。
（３）毎月提出することとしている各種試験結果が適正に提出されているか確認する。
４  実地審査結果の報告
    各事務所長は、管内の生コンクリート工場の実地審査が終了後速やかにその結果を、管
  理課に報告するものとする。
  なお、指導事項があった場合は、その内容と措置状況を速やかに管理課へ報告するもの
  とする。
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